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医療療養病床・介護保険施設について 

（参考） 
一般病床 

医療療養 
病床 

介護療養 
病床 

介護療養型 
老人保健 
施設 

（従来型の） 
老人保健 

施設 

ベッド数 約137万床 約26万床 約8万床 
約5,000床※４ 

（H20.5創設） 
約31万床 

１人当たり 
床面積 

６．４㎡以上 ６．４㎡以上 ６．４㎡以上 
８．０㎡以上 

（大規模改修までは 
６．４㎡以上） 

８．０㎡以上 

平均的な１人当
たり費用額※１ 

（H21改定後） 
（※２） 約49万円 約41.6万円 約37.2万円※３ 約31.9万円 

人員配置 
（100床当たり） 

医師    6.25人 
看護職員 34人 

医師       3人 
看護職員  20人 
介護職員  20人 

医師       3人 
看護職員 18人 
介護職員 18人 

  医師     1人 
看護職員18人 
介護職員18人 

医師           1人 
看護職員 10人 
介護職員  24人 

病 院 施 設 

医療保険 介護保険 

施設の種類 

 財    源 
※１ 多床室 甲地 要介護５の基本施設サービス費について、1月を30.4日と仮定し１月当たりの報酬額を算出。 
※２ 算定する入院料により異なる。 
※３ 介護職員を４：１で配置したときの加算を含む。 
※４ 平成２３年９月現在 各都道府県より厚生労働省老人保健課へ報告された病床数に基づく。 
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介護療養病床からの転換に係る懸念事項（複数回答） 件数 割合 

地域で療養病床が必要とされているため、転換が困難 449 72% 
転換にあたって、療養病床利用者の転院先、受け入れ先を見
つけるのが困難 339 55% 

転換すると利用者の十分な医療的ケアができない 308 50% 

建物改修が必要（改修費用、改修時の患者の移動、面積等） 247 40% 

転換後の資金繰りの目途が立たない 192 31% 

職員の配置や確保が困難 137 22% 
病院をやめる・転換することへの抵抗感（法人の理念、職員
の意識等） 116 19% 

患者や家族への説明が困難 102 16% 

周辺に競合する老健施設等があるため、経営に不安 56 9% 
介護施設の運営ノウハウがない（事務手続き、職員の意識改
革等） 57 9% 

近隣に医療機関がなく、急変時の連携が困難 20 3% 
その他 83 13% 
「懸念事項があるため転換できない」を選択した医療機関数 620 100% 

医療療養病床 介護施設 未定 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

一般病床 

医療療養病床 

介護施設 

未定 

その他 

１．介護療養病床からの転換意向（平成22年4月時点） 

介護療養病床からの転換予定が「未定」を
選択した理由（複数回答） 件数 割合 

24年度の医療・介護報酬同時改定の方向性
をみてから判断したいため 687 58% 

懸念事項があるため転換できない 620 52% 

近隣の医療機関や介護施設から、慢性期医
療の受け入れ先としてのニーズが高いため 564 47% 

現状の体制で、入院患者の症状が安定して
いるため 384 32% 
医療機関の方針に、現状の体制が適してい
るため 329 28% 

療養病床の経営が、現状で安定しているため 255 21% 

一部の病床を転換したところであるため 28 2% 

その他 149 13% 
介護療養病床からの転換予定が「未定」を 

選択した医療機関数 1,190 100% 

２．介護療養病床の今後の転換意向を「未定」とした理由 

 ○ 介護療養病床の今後の転換意向は、｢未定｣(全体の60％)の施設が多い。 

出典：厚生労働省「療養病床の転換意向等調査」（平成22年度） 
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介護療養病床に関する実態調査結果（概要①） 



 ○ 介護療養病床と医療療養病床の機能分化が進んでいる。 

72.6% 

76.6% 

87.6% 

86.7% 

19.9% 

16.1% 

10.0% 

10.6% 

7.5% 

7.3% 

2.3% 

2.7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

介護療養病床 

介護老人保健施設（療養型） 

介護老人保健施設（従来型） 

介護老人福祉施設 

医療区分１ 
医療区分２ 
医療区分３ 

   図２．介護保険施設類型別の医療区分 
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出典:平成22年度老人保健健康増進等事業「医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査」（速報値） 

53.0% 

12.8% 

36.0% 

57.9% 

72.6% 

47.1% 

87.2% 

64.0% 

42.0% 

27.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

平成17年 

平成22年（20:1） 

平成22年（25:1） 

平成17年 

平成22年 

医療区分１ 

医療区分２・３ 

医療療養病床 

介護療養病床 

   図１. 介護療養病床と医療療養病床の機能分化（年次推移） 

介護療養病床に関する実態調査結果（概要②） 



  介護療養病床については、平成２３年度までに老人保健施設等へ転換

することとしていたが、転換が進んでいない現状を踏まえ、先の通常国

会において成立した介護保険法等の一部改正法により、以下の措置が講

じられた。 

  

 １．これまでの政策方針を維持しつつ、現在存在する介護療養病床につ

いては、６年間転換期限を延長する。 

    

 ２．平成24年度以降、介護療養病床の新設は認めないこととする。 

  

 ３．なお、引き続き、介護療養病床から老人保健施設等への転換を円滑

に進めるための必要な追加的支援策を講じる（平成２４年度介護報酬

改定における対応を検討）。 
 

 

介護療養病床の取扱いについて 
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論点１：療養病床再編成を一層進めるために、より医
療の必要性の高い利用者を受け入れる介護
療養型老人保健施設を高く評価するとともに、
介護療養型医療施設については適正化を
行ってはどうか。 

 

【対応】  より医療の必要性の高い利用者を受け入れることを要件として、介護療 

      養型老人保健施設の基本施設サービス費を新設する。 

 

 

5 

【現行】 

介護療養型老人保健施設 
（受け入れの指標） 
・喀痰吸引・経管栄養を実施してい
る入所者の割合 
又は 
・認知症自立度Mの入所者の割合 

【案】 

介護療養型老人保健施設（現行型） 
（受け入れの指標） 
・喀痰吸引・経管栄養を実施している入所者の割合 
又は 
・認知症自立度Mの入所者の割合 

介護療養型老人保健施設（強化型） 
（受け入れの指標） 
・喀痰吸引・経管栄養を実施している入所者の割合 
かつ 
・認知症自立度Ⅳ・Mの入所者の割合 



 ○ 介護療養型医療施設と介護療養型老人保健施設の入所者の状態には、大きな差が
見られない。 

介護療養型医療施設の入所者の状態（医療処置等） 
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  介護療養 
病棟 

介護療養型 
老人保健 
施設 

介護老人 
保健施設 
(従来型) 

介護老人 
福祉施設 

在宅注 

総 数 18,539人   499人   28,773人  24,111人  3,741人 

平均年齢 84.3歳 83.8歳 84.8歳 85.9歳 82.7歳 

平均要介護度 4.4  4.1  3.3  3.9  3.5  

医
療
処
置
等 

中心静脈栄養  0.9% 0.0% 0.0% 0.1% 0.9% 

人工呼吸器  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 

気管切開・気管内挿管 1.7% 3.0% 0.1% 0.1% 3.6% 

酸素療法  2.8% 2.2% 0.5% 0.8% 7.1% 

喀痰吸引  18.5% 13.8% 2.5% 4.4% 7.6% 

経鼻経管・胃ろう  36.9% 34.5% 7.6% 10.9% 12.4% 

出典:平成22年度老人保健健康増進等事業「医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査」 
注：在宅療養支援病院・診療所において訪問診療または往診を受けている在宅療養者 
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○ 有料老人ホームや特別養護老人ホームでは、 「経鼻経管」等を実施している入所者は受け入
れが難しいとしている。 

介護施設で受け入れることが困難な状態について 

全く受け入れていない患者・入所者の状態【複数回答】 

0% 20% 40% 60% 80% 

喀痰吸引の必要がある 

当該施設での看取りを希望する 

インスリンを投与している 

酸素療法をしている 

経鼻経管栄養をしている 

気管切開をしている 

有料老人ホーム（介護付） 特別養護老人ホーム 介護療養型老人保健施設 

出典２:平成23年度老人保健健康増進等事業「介護関連施設等における医療の実態に関する調査研究事業（速報値）」 

出典１:平成22年度老人保健健康増進等事業「医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査」 
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2% 

4% 

5% 

3% 

18% 

1% 

3% 

8% 

10% 

5% 

13% 

5% 

9% 

17% 

28% 

18% 

23% 

27% 

33% 

25% 

38% 

38% 

23% 

42% 

42% 

34% 

15% 

30% 

18% 

21% 

9% 

12% 

2% 

5% 

3% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

介護療養型医療施設 

介護療養型老人保健施設 

介護老人保健施設（従来型） 

特別養護老人ホーム 

有料老人ホーム（介護付き） 

認知症高齢者グループホーム 

自立 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ｍ 

○ 介護療養型医療施設及び介護療養型老人保健施設の入所者は、認知症高齢者の日常生活
自立度ランクⅣまたはＭである入所者が約50％を占めており、特別養護老人ホーム等の入所
者に比べて高い。 

○ 一方で、認知症高齢者の日常生活自立度ランクＭの入所者の占める割合は、介護療養型医
療施設で９％、介護療養型老人保健施設で12％である。 

入所者の認知症高齢者の日常生活自立度の分布 

入所者の認知症高齢者の日常生活自立度 

出典２:平成23年度老人保健健康増進等事業「介護関連施設等における医療の実態に関する調査研究事業（速報値）」 

出典１:平成22年度老人保健健康増進等事業「医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査」 



現行の介護療養型老人保健施設の施設要件について 
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 介護療養型老人保健施設は、介護老人保健施設の施設基準等を満たすと共
に、以下の施設要件（要件１及び要件２）の両方を満たす必要がある。 

要件１：医療機関からの受け皿の確保 

 算定日が属する月の前１２月間における新規入所者のうち、｢医療機関｣から入所し
た者の割合から｢自宅等｣から入所した者の割合を差し引いたときの差が、３５％以上
とする。  
 ただし、特段の事情※がある場合には、この限りではない。  

 
※：以下のいずれかの場合に限る  
   イ 半径4㎞以内に病床を有する医療機関がないこと  
   ロ 病床数が19床以下であること  

要件２：医療の必要な入所者の受け入れ 

 算定日が属する月の前3月間における入所者（短期入所の利用者を含む）のうち、 
 
  ①喀痰吸引・経管栄養が実施された者が１５％以上 

  又は 
  ②「認知症高齢者の日常生活自立度」におけるランクM該当者が２０％以上 

注２：月の末日における該当者の割合によることとし、算定月の前３月において当該割合の平均値が当該基準に適合していること。 

注１：当該施設が介護療養型老人保健施設への転換以後の新規入所者の実績が１２月に達した時点から適用するものとすること。 
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81.0% 

76.9% 

15.7% 

23.1% 

3.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

介護療養型医療施設 

介護療養型老人保健施設 

①喀痰吸引・経管栄養の要件のみを満たす 

①及び②両方の要件を満たす 

②認知症の要件のみを満たす 

（参考） 

○ 介護療養型老人保健施設の、医療の必要な入所者に係る現行の要件のうち、①「喀痰吸
引・経管栄養」に対する要件を満たす施設が大半を占めており、②「認知症高齢者の日常生活
自立度」に対する要件を適用している施設は少ない。 

「医療の必要な者の受け入れ」に係る要件について 

出典:平成22年度老人保健健康増進等事業「医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査」より老人保健課作成 
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○ 介護療養型老人保健施設の入所者は、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ又はＭである
患者が多いが、現行の介護療養型老人保健施設においては、評価が十分でない。 

 
→ 医療の必要性が高く、認知症自立度の高い入所者を受け入れる施設について、手厚く評
価した類型が必要ではないか。 

要件１ 要件２  

介護療養型 
老人保健施設
（強化型） 
【新設】 

※現行と同様 

 算定日が属する月の前３月間において、 全入所者（短期
入所の利用者を含む）のうち 
以下の両方を満たすこと 
・喀痰吸引又は経管栄養               20％以上 
・認知症高齢者の日常生活自立度 ⅣまたはM 50％以上 

 

介護療養型 
老人保健施設 
（現行型）  

※現行と同様 

（※現行と同様） 
 算定日が属する月の前３月間において、 全入所者（短期
入所の利用者を含む）のうち 
以下のいずれかを満たすこと 
・喀痰吸引又は経管栄養               15％以上 
・認知症高齢者の日常生活自立度 M       20％以上 
  

介護療養型老人保健施設の施設要件について 



論点２：介護療養型医療施設が、有床診療所を併設した
介護療養型老人保健施設に転換する場合に、一
定の範囲内で介護療養型老人保健施設の増床
を認めることとしてはどうか。 
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介護療養型医療施設 

５０床 
 

転換 

【現行】 10床 40床 10床 

【案】      40床 10床 10床 

介護療養型 
老人保健施設 

有床診療所 増床分 

従来型の 
老健として
指定 

注：現在は、療養病床等からの転換分のベッドに限り、介護療養型老人保健施設の報酬を算定できる。 

【イメージ図】 

【対応】  2病棟以下（120床以下）の病院または有床診療所である介護療養型医療施設

が、有床診療所を併設した介護療養型老人保健施設に転換する場合に、併設する
有床診療所の病床数を上限として、増床分についても介護療養型老人保健施設の
基本施設サービス費の算定を認める。 



論点３： 介護療養型老人保健施設における看取りがより円滑に
行われるよう、ターミナルケア加算の見直しを行っては
どうか。また、看取りを積極的に行う施設であることか
ら、従来型の介護老人保健施設とは区別してはどうか。   
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入所している施設又は当該入所
者の居宅において死亡した者。 
 
※介護療養型老人保健施設の報酬を

算定している場合に限る。 

【対応】 ターミナルケア加算において、死亡日に対する評価を引き上げるととも 
     に、現状の入所者の死亡場所に対する算定要件を緩和する。 

死亡日 30日 

【現行】 【案】 

200単位/日 

315単位/日 

14日 
死亡日 30日 

報酬構造 

報酬上の差 介護療養型老健＝従来型老健 介護療養型老健＞従来型老健 

（制限なし） 算定要件 
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14% 

15% 

26% 

14% 

11% 

13% 

3% 

5% 

3% 

35% 

57% 

52% 

31% 

12% 

4% 

3% 

2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

介護療養型医療施設 

介護療養型老人保健施設 

介護老人保健施設 

自宅等  介護保険施設  特養以外の社会福祉施設  医療機関  死亡  その他  

1,651施設（※１） 

3,500施設（※１） 

37施設（※２） 

○ 介護療養型老人保健施設では、介護療養型医療施設に比べ、施設内での看取りが少なく、
医療機関への搬送が多い。 

介護療養型老人保健施設の看取り機能について 

出典:※１）介護サービス情報公表制度（平成21年度）より老人保健課調べ（注：3カ月間の退所者） 
         :※２）平成22年度老人保健健康増進等事業「介護療養型老人保健施設の適正なあり方に関する研究」（注：6カ月間の退所者） 



看取りに係る介護報酬上の評価について 
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認知症対応型 
共同生活介護 
【看取り介護加算】 

介護老人福祉施設 
【看取り介護加算】 

介護老人保健施設 
【ターミナルケア加算】 

介護療養型 
老人保健施設 

【ターミナルケア加算】 

（参考）訪問看護 
【ターミナルケア加算】 

算
定
期
間 

死亡日 1,280単位/日  

死亡前日～前々日 80単位/日 680単位/日  315単位/日 315単位/日 2,000単位/死亡月 

死亡4日～14日前 

死亡15日～30日前 200単位/日 200単位/日 

算
定
単
位
数
（
上
限
） 

対象者が、施設内で
死亡した場合 

2,400単位 4,800単位 7,610単位 7,610単位 2,000単位 

対象者が、死亡前日
に、他の医療機関に
搬送された場合 

2,320単位 3,520単位 7,295単位 － 
－ 

※ ターミナルケア後、24
時間を超えて死亡した
場合 

加算の算定状況 
注：（ ）は請求事業所総数に

占める割合 

 115事業所(1.1%) 
 127件 

 858事業所(13.8%） 
3 346件 

※うち、 死亡日の報酬を
算定→ 1162件 

［地域密着型を除く］ 

 392事業所(10.5%) 
975件 

640事業所(8.3%) 
800件 

備考 医療連携体制加算
の算定が必要 

－ － 
入所している施設又
は当該入所者の居宅
における死亡に限る 

死亡日前14日以内に
2回以上のターミナル
ケアの実施した場合 

出典：厚生労働省「介護給付費実態調査」（平成22年10月審査分） 

○ 看取りに係る加算については、サービス類型毎に、算定期間毎の報酬単価や算
定要件等が異なる。 

80単位/日 



論点４： 現在設定している施設基準の緩和等の転換支援策につい 

     ては、円滑な転換を推進するため、転換期限の延長に併せ 

     て延長してはどうか。 
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【対応】 例えば、療養病床が老人保健施設に転換する場合の床面積等の施設基 
    準の緩和について、期限を6年間延長する。 

（現行）  平成24年3月31日までに療養
病床から転換した老人保健施設
について、次の新築等を行うまで
の間、１床あたり６．４㎡の経過
措置を認める。 

      なお、平成24年4月1日以降、当該基準
に該当する施設であって、本則の基準であ
る一人当たりの８㎡以上であることを満た
していないものについては、本則の基準を
満たしている施設との均衡に配慮した介護
報酬上の評価を行うこととする。 

（ 案 ） 平成30年3月31日までに療養
病床から転換した老人保健施設
について、次の新築等を行うまで
の間、１床あたり６．４㎡の経過 

     措置を認める。 

 なお、平成30年4月1日以降、当該基準 

に該当する施設であって、本則の基準であ
る一人当たりの８㎡以上であることを満た
していないものについては、本則の基準を
満たしている施設との均衡に配慮した介護
報酬上の評価を行うこととする。 



主な施設基準等の経過措置について 

17 

項目 経過措置の内容 
本則 

（介護老人保健施設） 

廊下幅（中廊下） 1.2（1.6）m以上 1.8（2.7）m以上 

機能訓練室の面積（※1） 40㎡以上 1㎡/人以上 

食堂の面積（※2） 1㎡/人以上 2㎡/人以上 

直通階段及びエレベーター設
置基準 

屋内の直通階段を2以上 
屋内の直通階段及びエ
レベーターをそれぞれ1
以上 

○ 平成24年3月31日までに転換した施設を対象に、以下の経過措置を講 
  じている。 

※1、※2：病院からの転換の場合 
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論点５： 平成24年3月31までに、介護老人保健施設等に転換
することを前提に人員配置基準を緩和している経過型
介護療養型医療施設については、平成30年まで転換
期限を延長することが検討されているが、新規の指定
は認めないこととしてはどうか。 

○ 経過型介護療養型医療施設について 
  経過型介護療養型医療施設は、介護療養型医療施設からの転換支援策の一つとし
て、平成２４年３月３１日までに転換することを前提として、医師・看護職員等の配置基準
を緩和した「転換病床」注について、平成18年に創設された経過的類型である。 

                  注：医療法施行規則 附則第51、52条に定める転換病床 

 
人員配置：医師2名、看護8：1・介護4：1配置が可能 
対   象：平成24年3月31日までの間に療養病床の転換を行おうとして、その旨を都  
       道府県知事に届け出た施設 
施  設  数：４施設（過去最大12施設）  

 

 ③ 介護療養病床の転換支援として、介護保険制度上、平成２０年に「介護療養型老人保健施
設」が創設されており、新たに転換病床を認める必要性は低いと考えられている中で、それ
に対応した医療法上の経過措置については、現在存在する転換病床に限り６年間延長す
ることとしてはどうか。 

第22回社会保障審議会医療部会資料より抜粋 ※平成23年10月27日 
○転換病床の経過措置に係る論点 
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【論点６】  個室ユニットの推進方策について 

【対応】  介護老人福祉施設と同様の対応をとってはどうか。 
  
 介護保険給付の対象となる範囲について整合性を取り、また、
在宅との均衡を図るため、低所得者の利用に配慮しながら、多床
室の室料負担を求めるべきではないか。 
 その場合、室料に相当する施設の減価償却費分のうち、共用ス
ペースを除外した居室部分のみについて、室料負担を求めること
としてはどうか。 
  
 高齢者の尊厳保持の観点から個室化を推進していく上で、特に
第３段階のユニット型個室への円滑な入所が確保できるよう、ユ
ニット型個室の利用者負担の軽減を行うべきではないか。 
  なお、多床室とユニット型個室の居住費の差を小さくする観点から、
ユニット型個室の利用者負担の軽減は、新たに多床室の室料負担を
求めることによる財源で賄うこととしてはどうか。 



参考資料 
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○療養病床を再編成し、医療の必要度に応じた機能分担を推進することにより、利用者の 
  実態に即したサービスの提供を図る。 
   ⇒主に医療が必要な方には医療サービス、主に介護が必要な方には介護サービスを 
○現在の療養病床（医療療養病床、介護療養病床）に入院している患者を退院させず（ベッド 
   数を削減せず）、老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設等に転換するもの。 
  ⇒医療・介護トータルの受け皿数は確保 
○なお、介護施設等への転換は、医療機関の経営判断による。 

療養病床再編成の考え方 

医
療
の
必
要
性
の
高
い
方
と 

低
い
方
と
が
混
在 

低 

高 

医療療養病床 
（医療保険からサービスを給付） 

介護療養病床 
（介護保険からサービスを給付） 

 

＜再編成後＞ 

主
に
医
療
を
必
要
と 

す
る
方
（
医
療
保
険
） 

主
に
介
護
を
必
要
と

す
る
方
（
介
護
保
険
） 

介護療養型 
老人保健施設 

 

特別養護老人ホーム 等 

医療療養病床 
 

夜間対応 

従来型の老人保健施設 

転換 

＜再編成前＞ 
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療養病床数の推移 

出典：厚生労働省「病院報告」 

  医療療養病床数 介護療養病床数 療養病床数 計 

平成18年4月※１ 263,742  120,700  384,442  

※１ 確定数 

※２ 概数 

平成23年6月※２  265,845 80,248 346,093 
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注） 各都道府県より厚生労働省老健局老人保健課に報告されている施設数・病床数に基づく。 

 介護療養型老人保健施設（平成２０年５月～）に転換した施設： １００施設（４，５８５床） 

 従来型老人保健施設に転換した施設： ８０施設（２，６１２床） 

 特別養護老人ホームに転換した施設： １１施設（３９０床） 

 有料老人ホームに転換した施設： ５施設（１９８床） 

 認知症高齢者グループホームに転換した施設： ２６施設（３７８床） 

 高齢者専用賃貸住宅に転換した施設： ３施設（４５床） 

                                   合計 ２２５施設（８,２０８床） 

○ 平成18年7月～平成23年9月までの療養病床等からの転換状況 

療養病床からの転換状況 
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（療養病床を有する病院、療養病床を有する診療所、老人性認知症疾患療養病棟が指定対象） 

要介護1 
 

794 
単位 

要介護2 
 

904 
単位 

要介護3 
 

1,142 
単位 

要介護4 
 

1,243 
単位 

要介護5 
 

1,334 
単位 

利用者の要介護度・職員配置に応じた基本 
サービス費（療養病床を有する病院・多床室の場合） 

日常的に必要な医療行為の実施（特定診療費） 
・感染症を防止する体制の整備   （５単位） 

・褥瘡対策の体制の整備      （５単位） 

・理学療法の実施      （73単位、123単位）                                     

                        等 

在宅への復帰を支援 
 
 
 
 

定員を超えた利用や人
員配置基準に違反 

   （３０％） 

計画的な栄養管理 
 

（14単位） 

身体拘束についての記
録を行っていない 

（５単位） 

夜勤職員の手厚い配置 
 

（７～23単位） 

介護福祉士や常勤職員
等を一定割合以上配置 

利用者の状態に応じたサービス提供や 
施設の体制に対する加算・減算 

指定介護療養型医療施設の介護報酬のイメージ（1日あたり） 

※ 加算・減算は主なものを記載 

在宅復帰率が 
・50％以上：15単位 
・30％以上：５単位 

・介護福祉士：12単位 
・常勤職員等：６単位 

要介護1 
 

704 
単位 

要介護2 
 

815 
単位 

要介護3 
 

966 
単位 

要介護4 
 

1,123 
単位 

要介護5 
 

1,164 
単位 

○ 介護職員４：１配置 

○ 介護職員６：１配置 

介護療養型医療施設の介護報酬について 
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介護療養型老人保健施設の介護報酬について 

利用者の要介護度、看護体制に応じた 
基本サービス費（多床室の場合） 

短期集中的なリハビリ
テーションの実施 

   （240単位） 

医学的管理の評価 
（特別療養費） 
 

感染対策指導管理 
（5単位） 

等 

 
 
 
 
 

定員を超えた利用や人
員配置基準に違反 

   （３０％） 

ターミナルケアの実施 
 
 
 
 

計画的な栄養管理 
 

（14単位） 

身体拘束についての記
録を行っていない 

（５単位） 

転換前の療養体制の維
持 

 
（27単位） 

介護福祉士や常勤職員
等を一定割合以上配置 

利用者の状態に応じたサービス提供や 
施設の体制に対する加算・減算 

介護療養型老人保健施設の介護報酬のイメージ（1日あたり） 

※ 加算・減算は主なものを記載 

死亡日前 
15～30日：200単位 
14日～当日：315単位 

・介護福祉士：12単位 
・常勤職員等：６単位 

要介護1 
 

814 
単位 

要介護2 
 

897 
単位 

要介護3 
 

1,012 
単位 

要介護4 
 

1,088 
単位 

要介護5 
 

1,164 
単位 

○ 夜間に看護職員を配置 

○ 夜間オンコール体制 
  （入所定員40人以下の場合のみ） 

要介護1 
 

814 
単位 

要介護2 
 

891 
単位 

要介護3 
 

985 
単位 

要介護4 
 

1,061 
単位 

要介護5 
 

1,137 
単位 
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介護療養型老人保健施設数の推移 
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介護療養型老人保健施設 介護療養型医療施設 

【介護療養型老健】 【介護療養型医療施設】 

○ 介護療養型老人保健施設の施設数は伸び悩んでいる。 
 
※都道府県からの報告 
  平成21年3月末 23施設（1,044床） → 平成23年9月現在 100施設（約4,500床） 

出典：厚生労働省「介護給付費実態調査」（各月審査分） 

（直近） 



7% 93% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

医療保険の病床の有無 

介護療養型医療施設単独 

医療保険の病床を併設 
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介護療養型医療施設の施設規模について 
○ 介護療養型医療施設は、93%が医療保険の病床を有する医療機関であるが、

15％が有床診療所、32％が100床未満の病院であり、100床未満の施設が
50％を占める。 

出典：介護サービス情報公表制度（平成21年度）より老人保健課調べ 

15.1% 6.5% 25.0% 53.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

病床規模別の内訳 
診療所 

病院（50人未満） 

病院（50～99人） 

病院（100人以上） 



医療機関に併設した介護療養型老人保健施設について（イメージ） 

【併設した病院・診療所の医師の診療に対する診療報酬上の評価】 

緊急時施設治療管理料 

500点 (月4回まで) ※１ 

眼科・耳鼻科等の処置料 眼科・耳鼻科等の処置料 

急性増悪時に往診した医師が行う診療行為の
追加（※２） 

（例） 

・慢性の呼吸器・心疾患患者等が急性増悪した場
合に往診した医師が行う処置等（例：心電図の
判断料等） 

・転倒等に対する緊急処置が必要とされる場合に
往診した医師が行う処置等（例：創傷処理等） 

医
療
保
険 

※１：夜間又は休日に老健のオンコール医師が対応できず、かつ医師による直接の処置等が必要とオンコール
医師が判断し、その求めにより、訪問した場合に限り算定 

※２：介護療養型老人保健施設では平日・日中でも算定可能 
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○ 保険医療機関を併設した介護療養型老人保健施設の入所者について、併設保険医療機関の
医師が、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に、診療報酬上評価している。 

＜介護老人保健施設（従来型）の入所者の場合＞ ＜介護療養型老人保健施設の入所者の場合＞ 


	介護療養型医療施設・介護療養型老人保健施設�の基準・報酬について
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	現行の介護療養型老人保健施設の施設要件について
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	看取りに係る介護報酬上の評価について
	スライド番号 17
	主な施設基準等の経過措置について
	○　経過型介護療養型医療施設について
	スライド番号 20
	参考資料
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	介護療養型老人保健施設数の推移
	スライド番号 28
	スライド番号 29

